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尾張旭市シルバー人材センター  

配分金（作業）単価等の改定について 

                         令和５年１２月１１日 

 

 

 

 

 

〇基準単価表                         （単位：円）  

職群  主な業務  単位  令和５年度の単価  
令和６年度以降  

の単価の目安        

技術  
パソコン指導  時間  

1,140  1,160  
営農指導  時間  

技能  

剪定  時間  1,230～  1,250～  

大工  時間  
1,450  1,470  

塗装  時間  

障子張替（標準）  枚  1,270 1,330 

襖張替（標準）  
両面  枚   1,980 2,080 

片面  枚   1,680 1,770 

網戸張替（標準）  枚  1,460 1,470 

事務整理  

あて名書き（住所・氏名）  枚  115～ 120～ 

賞状筆耕（全文）  枚  2,700～  2,700～  

賞状筆耕（一行）  行   255   260  

管理  

施設管理  時間  960～ 1,030～  

駐車場管理  時間  980～ 1,030～  

駐輪場管理  時間  980～ 1,030～  

折衝外交  広報配達  部  25  27  

一般作業  

草刈り（機械刈り）  時間  1,030～  1,050～  

草刈り（面積）  ㎡  19～  19～  

草取り  時間  980～ 1,030～  

伐採  時間  1,140～  1,160～  

清掃  時間  980～ 1,030～  

農作業  時間  1,140～  1,160～  

カート整理  時間  960～ 1,030～  

空家の見回り  回  1,610  1,630  

チラシの封入  部  11  11  

サービス  

家事援助  時間  980～ 1,030～  

子育て支援  時間  980～ 1,030～  

家具転倒防止  時間  1,450  1,470  

 ・上記のほか、１０％の事務費が加算されます。  

 ・指定作業が土曜、日曜及び祝祭日の場合は、35％割増しになります。  

 ・上記単価は基準であり、その他特殊なものについては、別途協議してください。 

愛知県の最低賃金の状況や諸物価の急激な高騰へ対応するため、令和６年４月１日か

ら下記のとおり配分金（作業単価）及び、機械使用料等を改定させていただきます。 

ご理解・ご協力をお願いします。 

単価は、あくまで目安です。詳しくはシルバー人材センターまでお問合せください。  
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〇機械使用料等  
                              （単位：円）  

物品名  単位  令和５年度の単価        
令和６年度以降  

の単価の目安   

刈払機  

※1別途燃料費が必要  

１日   620  680 

半日（2～4 時間）  310  340 

2 時間以内  155  170 

ブロアー  

１日  560  600 

半日（2～4 時間）  280  300 

2 時間以内  140  150 

動力芝刈機  
１日  1,020  1,120 

半日  510  560 

発電機  

高枝バリカン  

１日  410  450 

半日  205  225 

チェーンソー  

※1別途燃料費が必要  

１日  1,020  1,120 

4 時間以内  510  560 

自動車  

軽自動車  

１日  2,040  2,400 

半日  1,020  1,200 

2 時間以内  510  600 

普通自動車  

１日  4,080  4,800 

半日  2,040  2,400 

2 時間以内  1,020  1,200 

※1 燃料費  

１日  460  580 

半日（2～4 時間）  230  290 

2 時間以内  115  145 

〇運転手当費                         （単位：円）  

作業名  単位  令和５年度の単価  
令和６年度以降の目安

の単価の目安    

処理場への運搬  
市内  １回   210  220 

市外  １回  310  320 

・上記のほか、１０％の事務費が加算されます。  

〇ゴミ・草木持込代                      （単位：円）  

作業名  単位  令和５年度の単価  
令和６年度以降の目安

の単価の目安    

ゴミ処理場への持込代  

（事業者の定める額）  

※2 

 別途運搬車輌代が必要  

晴丘センター  10ｋｇ  
 200  

（50Kg 未満は 1,000 円）  

200  
（50Kg 未満は 1,000 円）  

市外資源化業者  10ｋｇ  350＋消費税   350＋消費税  

※2 運搬車輌代  

（市内・市外共通）  

軽自動車  １回  510  600  

普通自動車  １回  1,020  1,200 

 


